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(民事）

●1租税特別措置法施行令(平成29年政令第114号による改正前のもの） 39条の16第1項
を適用することができないとした原審の判断に違法があるとされた事例

2増額更正処分後に国税通則法23条1項の規定による更正の請求をし、更正をすべき理由
がない旨の通知処分を受けた者は、当該通知処分の取消しを求める訴えの利益を有する

（令和4年（行上）第228号、第229号・令和5年11月6日第二小法廷判決一部破棄自判、一部棄却）

(刑事）

●逃亡犯罪人引渡法に基づく仮拘禁許可状の発付に対する不服申立ての許否

（令和5年（し）第735号・令和5年1ユ月6日第二小法廷決定棄却）
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裁判所時報 令和5年12月1日第1827号

額に相当する金額が、被上告人の本件事業年度の所得

金額の計算上、益金の額に算入されるなどとして、法

人税等の各増額更正処分及び過少申告加算税の各賦課

決定処分を受けた。また、被上告人は、本件事業年度

の法人税等について更正の請求をしたが、処分行政庁

から、更正をすべき理由がない旨の各通知処分（以下

「本件各通知処分」と.いう。 ）を受けた｡

本件は、被上告人が、上告人を相手に、上記各増額

更正処分（ただし、後記3(3)イの各減額更正処分によ

り一部取り消された後のもの）の一部及び上記各賦課

決定処分（ただし、後記3(3)イの各変更決定により一

部取り消された後のもの）並びに本件各通知処分の取

消しを求める事案である。

2関係法令の定めは、次のとおりである。

措置法66条の6第1項（以下「本件委任規定」と

いう。 ）は、同項各号に掲げる内国法人に係る特定外

国子会社等が、各事業年度において適用対象金額（基

準所得金額を基礎として所定の調整を加えた金額）を

有する場合には、その適用対象金額のうち、その内国

法人の有する当該特定外国子会社等の直接及び間接保

有の株式等の数に対応するものとしてその株式等（株

式又は出資をいう。以下同じ。 ）の請求権（剰余金の

配当等､財産の分配その他の経済的なﾎﾘ益の給付を請
求する権利をいう。以下同じ。 ）の.内容を勘案して政

令で定めるところにより計算した金額.(以下「課税対
象金額」という。 ）に相当する金額を、その内国法人

の所得の金額の計算上、益金の額に算入する旨を規定

する。

これを受け、租税特別措置法施行令（平成29年政

令第114号による改正前のもの） ・39条の16第1

項（以下「本件規定」という。 ）は、上記の政令で定

めるところにより計算した金額は、上記特定外国子会

社等の各事業年度の適用対象金額に、当該各事業年度

終了の時における発行済株式等のうちに当該各事業年

度終了の時における当該内国法人の有する当該特定外

国子会社等の請求権勘案保有株式等の占める割合（以

下「請求権勘案保有株式等割合」という。 ）を乗じて

計算した金額とする旨を規定する。請求権勘案保有株
式等とは、内国法人が直接に有する外国法人の株式等

の数又ば金額等をいい、当該外国法人が請求権の内容

が異なる株式等を発行している場合には、当該外国法

人の発行済株式等に、当該内国法人が当該請求権に基

づき受けることができる剰余金の配当等の額がその総

額のうちに占める割合を乗じて計算した数又は金額等

をいう （同条2項1号） 。

3原審の適法に確定した事実関係等の概要は、次

のとおりである。

（1）被上告人による資金調達

裁判例

民事

◎1 租税特別措置法施行令（平成29年政

令第114号による改正前のもの） 39

条の16第1項を適用することがで

きないとした原審の判断に違法があ

るとされた事例
増額更正処分後に国税通則法23条
1項の規定による更正の請求をし､
更正をすべき理由がない旨の通知処

分を受けた者は、当該通知処分の取
消しを求める訴えの利益を有する

2

件名法人税更正処分等取消請求事件

． ， 第228号

最高裁判所令和4年（行上）第229号
令和5年11月6日第二小法廷判決

一部破棄自判、一部棄却

上告人・附帯被上告人国

被上告人。附帯上告人株式会社みずほ銀行

原 審東京高等裁判所 ．

主 文

1(1)原判決主文第1項から第3項までを破棄す

る。

（2）被上告人の控訴を棄却する。
（3）被上告人が原審において拡張した請求を棄
却する。

2本件附帯上告を棄却する。

3原審及び当審における訴訟費用は被上告人の

負担とする。

理 由

第1事案の概要

1 内国法人である被上告人は、平成27年4月1

日から同28年3月31日までの事業年度又は課税事

業年度（以下、併せて「本件事業年度」という。 ）に

係る法人税及び地方法人税（以下「法人税等」という。 ）

の申告をしたところ、処分行政庁から、租税特別措置

法（平成29年法律第4号による改正前のもの｡以下

「措置法」という。 ） 66条の･6第1項の規定により、

ケイマン諸島において設立された被上告人の子会社で

あるMHBKCapitallnvestlnent (JPY) 4Limited及びⅧ

CBCapitallnvestment (JPY) 4Limited (以下、併せ

て「本件各子会社」という。 ）の後記2の課税対象金
ｳ
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令和5年12月1日第1827号裁判所時報

ア本件各子会社は、平成20年に、ケイマン諸島

の法令に基づいて設立された外国法人であって、被上

告人（旧商号は、株式会社みずほコーポレート銀行。

以下、同銀行に吸収合併される前の株式会社みずほ銀

行と併せて、単に「被上告人」という。 ）に係る特定

外国子会社等であった。

MizuhoCapital Ilivestment (JPY) 4LiInited (以下

「MCI」という。 ）は、同年にケイマン諸島の法令

に基づいて設立された外国法人であり、その発行する

普通株式の全部を株式会社みずほフイナンシヤルグルー

|プが有していた。
/r MCIは、平成20年12月29日、額面1億

円の優先出資証券3550口（以下「MCI優先出資

証券］という。 ）を発行し、投資家に販売した。本件

各子会社は、同日、合わせて額面1億円の優先出資証

券3550口（以下「本件優先出資証券」という。 ）

を発行し、MCIは、MCI優先出資証券の発行によ

り調達した資金を原資として本件優先出資証券の全部

を購入した。本件優先出資証券の保有者は、原則とし

て、普通株主に優先して配当受領権を有する一方、議

決権を有しないものとされていた。

本件各子会社は、同日、本件優先出資証券の発行に

より調達した資金を原資として、被上告人に対し、劣

後ローン（以下「本件劣後ローン」という。 ）により

金銭を貸し付けたところ、本件劣後ローンの利息の発

生期間の終期は、本件優先出資証券及びMCI優先出

資証券に係る配当の支払日の前日とされていた。本件

劣後ローンの利息は、ほぼ全て本件優先出資証券への

配当に充てられ、本件各子会社に利益が留保されたり

本件各子会社の発行する普通株式に配当がされたりす

ることは予定されていなかった。

（2）本件優先出資証券の償還等

本件各子会社は、平成27年6月30日、被上告人

から本件劣後ローンの全額の返済を受けた上で、これ

を原資として、本件優先出資証券に係る出資金及び配

当金をMCIに送金し、本件優先出資証券を償還した。

この結果、本件各子会社の平成26年12月30日か

ら同27年12月3日までの事業年度（以下「本件各

子会社事業年度」という。 ）の終了の時における発行

済株式等は、被上告人が有する普通株式のみとなった。

， （3）課税の経過等
ア．被上告人は、本件各子会社の本件各子会社事業
年度終了の時における発行済株式等のうちに被上告人

の有する本件各子会社の請求権勘案保有株式等の占め

る割合（以下「本件保有株式等割合」という。 ）は0

％であり、したがって本件各子会社事業年度における

課税対象金額は0円であるとして、本件事業年度に係

る法人税等の申告をした｡ ．

イ処分行政庁は、平成29年11月7日付けで、

被上告人に対し、本件保有株式等割合は100％であ

り、本件各子会社の適用対象金額の全額が課税対象金

額となるなどとし、法人税等の各増額更正処分及び過

少申告加算税の各賦課決定処分をした。その後、処分

行政庁は、令和元年7月29日付けで、被上告人に対

し、上記各処分に係る法人税等の各減額更正処分及び

過少申告加算税の各変更決定をした,(以下、上記各減

額更正処分によ'り一部が取り消された後の上記各増額

更正処分を「本件各増額更正処分」といい、上記各変

更決定により一部が取り消された後の上記各賦課決定

処分と併せて「本件各増額更正処分等」という。 ） 。

ウ被上告人は、上記各減額更正処分がされたこと

を踏まえ、第1審の口頭弁論終結後の令和3年1月2

7日付けで､上記アの申告において法人税等の控除の
計算を誤るなどした結果、納付すべき法人税等の額を

過大に申告したとして、国税通則法23条1項1号の

規定により、本件各増額更正処分後の法人税等の額に

つき、申告額を下回る額に更正をすべき旨の請求（以

下「本件各更正の請求」という。 ）をしたところ、処

分行政庁から、同年4月26日付けで、更正をすべき

理由がない旨の各通知処分（本件各通知処分）を受け

た。

エ被上告人は、第･1審においては、本件各増額更

正処分のうち申告額を超える部分及び上記各賦課決定

処分（ただし、上記イの各変更決定により一部取り消

された後のもの）の取消しを求めていたところ、原審

において、本件各増額更正処分に係る取消請求を本件

各更正の請求に係る額を超える部分の取消しを求める

ものに拡張するとともに、本件各通知処分の取消しを

求める訴えを追加した。

第2上告代理人武笠圭志ほかの上告受理申立て理

由について

1原審は、前記事実関係等の下において、本件規

定を適用すれば本件保有株式等割合は100％となる

とした上で、要旨次のとおり判断し、本件各子会社事

業年度における適用対象金額のうちに課税対象金額は

存在しないなどとして、本件各増額更正処分等に係る
取消請求を認容した。

被上告人が本件各子会社から剰余金の配当等を受け

ることは想定されていなかったため、内国法人が外国

子会社の利益から剰余金の配当等を受け得る支配力を

有するという、いわゆるタックス・ヘイブン対策税制

の下での合算課税の合理性を基礎付ける事情は見いだ

せない上、本件各子会社事業年度における処理につき、

租税回避の目的も、客観的に租税回避の事態が生じて

いると評価すべき事情も認められない。そうすると、

本件規定を本件に形式的に適用することは、本件委任
I

吾 ▲
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裁判所時報 令和5年12月1日第1827号

規定の趣旨及びタックス・ヘイブン対策税制の基本的

な制度趣旨に反するから、その限度で本件規定を本件

に適用することはできないというべきである。

2 しかしながら、原審の上記判断は是認すること

ができない。その理由は、次のとおりである。

（1）本件では、前記事実関係等の下において本件規

定を適用することが本件委任規定の委任の範囲を逸脱

するか否かが問題となるところ、この点を判断するに

当たり、まず、本件規定の内容が、一般に、本件委任

規定の趣旨に適合するか否かにつき検討する。

本件委任規定は、私法上は特定外国子会社等に帰属

する所得を当該特定外国子会社等に係る内国法人の益

金の額に合算して課税する内容の規定である。これは、

内国法人が、法人の所得に対する租税の負担がないか

又は著しく低い国又は地域に設立した子会社を利用し

て経済活動を行い、当該子会社に所得を発生させるこ

とによって我が国における租税の負担を回避するよう

な事態を防止し、課税要件の明確性や課税執行面にお

ける安定性を確保しつつ、税負担の実質的な公平を図

ることを目的とするものと解される。

また、本件委任規定は、課税対象金額について、内

国法人の有する特定外国子会社等の直接及び間接保有

､の株式等の数に対応するものとしてその株式等の請求

権の内容を勘案して計算すべきものと規定するところ、

これは、請求権に基づき受けることができる剰余金の

配当等の割合を持株割合よりも大きくしてかい離を生

じさせる方法による租税回避に対処することを目的と

するものと解される｡．

そして、本件委任規定が課税対象金額の具体的な計

算方法につき政令に委任したのは、上記のような目的

を実現するに当たり、どの時点を基準として株式等の
請求権の内容を勘案した計算をするかなどといった点

が、優れて技術的かつ細目的な事項であるためである

と解される。したがって、上記の点は、内閣の専門技

術的な裁量に委ねられていると解するのが相当である。
このような趣旨に基づく委任を受けて設けられた本

件規定は、適用対象金額に乗ずべき請求権勘案保有株

式等割合に係る基準時を特定外国子会社等の事業年度

終了の時とするものであるところ、本件委任規定にお

いて課税要件の明確性や課税執行面における安定性の

確保が重視されており、事業年度終了の時という定め

方は一義的に明確であること等を考慮すれば、個別具

体的な事情にかかわらず上記のように基準時を設ける

ことには合理性があり、そのような内容を定める本件

規定が本件委任規定の目的を害するものともいえない。

そうすると、本件規定の内容は、一般に、本件委任

規定の趣旨に適合するものということができる。

（2）以上を前提として、次に、前記事実関係等の下

において本件規定を適用することが本件委任規定の委

任の範囲を逸脱するか否かにつき検討する。

前記事実関係等の下において本件規定を適用した場

合には、本件各子会社事業年度における本件各子会社

の利益は本件優先出資証券にのみ配当されたにもかか

わらず、本件優先出資証券が同事業年度の途中で償還

されたために本件保有株式等割合が100％となり、

被上告人に対して合算課税がされることとなる。

もっとも、前述のとおり、個別具体的な事情にかか

わらず基準時を設ける本件規定の内容が合理的である

以上、上記のような帰結を.もって直ちに、前記事実関

係等の下において本件規定を適用することが本件委任
規定の委任の範囲を逸脱することとはならないところ、

特定外国子会社等の事業年度の途中にその株主構成が

変動するのに伴い、剰余金の配当等がされる時と事業

年度終了の時とで持株割合等に違いが生ずるような事
態は当然に想定されるというべきである。また、内国

法人が外国子会社から受ける剰余金の配当等は、原則

として、内国法人の所得金額の計算上、益金の額には

算入されない以上（平成27年法律第9号による改正

前の法人税法23条の2第1項等） 、本件委任規定に

つき、特定外国子会社等において剰余金の配当等が留

保されることにより内国法人が受ける剰余金の配当等

への課税が繰り延べられることに対処しようとするも

のと解することはできないから、前記事実関係等の下

において剰余金の配当等に係る個別具体的な状況を問

題とすることなく本件規定を適用することによって、
本件委任規定において予定されていないような事態が

生ずるとはいえない。加えて、前記事実関係等の下に

おいては、本件各子会社の事業年度を本件優先出資証

券の償還日の前日までとするなどの方法を採り、本件

各子会社の適用対象金額が0円となるようにする余地

もあったと考えられるから、本件規定を適用すること

によって被上告人に回避し得ない不利益が生ずるなど

ともいえない。

そうすると、前記事実関係等の下において本件規定

を適用することが本件委任規定の委任の範囲を逸脱す

るものではないというべきである。

（3）1/だがって前記事実閨係等の下において本件 I

規定を適盟ゴニ墨_アルボできたいシ1/た原審の判断には．

3以上によれば、原審の前記判断には、判決に影

響を及ぼすことが明らかな法令の違反がある。論旨は

この趣旨をい←うものとして理由があり、原判決中上告

人敗訴部分は破棄を免れない。そして、前記事実関係

等の下においては、本件各増額更正処分等にその他の

違法事由も見当たらず、これらは適法というべきであ

る。そうすると、被上告人の第1審における請求は理

Fd p
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由がないから、これらを棄却した第1審判決は正当でわれていない本件において、本件各通知処分を違法と

あって、被上告人の控訴を棄却すべきであり、また、 すべき事由は見当たらない。そうすると、本件各通知

被上告人が原審において拡張した請求も理由がないか処分の取消しを求める請求は理由がなく、これらを棄

ら、これらを棄却すべきである。 却すべきものであるが、不利益変更禁止の原則により、

第3附帯上告代理人田路至弘ほかの附帯上告受理附帯上告を棄却するにとどめるほかなく、原判決の上

申立て理由について 記違法は結論に影響を及ぼすものではない。

1原審は、前記事実関係等の下において、被上告 以上の次第で、裁判官全員一致の意見で、主文のと

人は、本件各増額更正処分に係る取消請求において本おり判決する。なお、裁判官草野耕一の補足意見があ

件各更正の請求に係る税額を超える部分の取消しを求る。

めることが可能であるから、重ねて本件各通知処分の 裁判官草野耕一の補足意見は、次のとおりである。

取消しを求める利益を有しておらず、本件訴えのうち 私は法廷意見に賛同するものであるが、法廷意見第

本件各通知処分の取消しを求める部分は不適法である 2について異なる視点から補足して述べておきたいこ

として、これを却下した。 とがあるので、以下これを敷桁する。

2 しかしながら、原審の上記判断は是認すること 1一般に、我が国の税法は、世界的にも稀有とい

ができない。その理由は、次のとおりである。 えるほどに徴密で合理的な条文の集積から成り立って

（1）増額更正処分後に国税通則法23条1項の規定おり、このことが税制に対する国民の信頼や我が国企
によりされた更正の請求に対する更正をすべき理由が業の国際競争力の礎となってきたことは税法の研究や

ない旨の通知処分は、上記増額更正処分により一旦確実務に携わる者が均しく首肯するところではないかと

定した税額について、更正の請求の理由を踏まえて改推察する。 ．

めて調査がされた上で、上記増額更正処分後の税額を しかしながら、本件委任規定を受けて設けられた本

減額すべき理由はないとしてされる処分である（同項、 件規定について子細にみてみると、いささか精級さに

同条4項） 。そうずると､‘上記通知処分は、上記増額乏しいとの見方ができることは否定し難い。なぜなら

更正処分とは別個にされた新たな処分であることが明ぱ、これらの規定の適用下にある外国法人にういて、

らかであり、上記増額更正処分に吸収され、又はその （1） 当該外国法人がその事業年度終了時とは異なる

内容が実質的に包摂されるということもできないので 日を基準日として剰余金の配当等（以下、本補足意見

あって、上記更正の請求をした者は、上記通知処分がにおいては、単に「配当」という。 ）を支払ったとこ

取り消された場合には、減額更正処分を受ける可能性ろ、これを受け取った当該外国法人の株主（以下「受

を回復することができる以上、上記通知処分の取消し取株主」という。 ）がその直後に到来する事業年度終

を求める訴えの利益を有するというべきである。 了時(以下｢直近年度末」という。 ）にはもはや当該
本件のように上記増額更正処分後に上記更正の請求外国法人の株主ではない場合において、①当該外国法

がされた場合、これに係る税額が申告税額を下回ると 人が上記基準日においては特定外国子会社等であり、

きであっても、上記増額更正処分に係る取消訴訟にお受取株主が当該特定外国子会社等に係る内国法人（以

いて、上記増額更正処分のうち上記更正の請求に係る下、本補足意見においては「特定親会社」 という。 ）

税額を超える部分の取消しを求めることができる｡ものであるとすれば、当該配当の原資として用いられた当

の、このことから直ちに上記通知処分の取消しを求め期純利益の額（以下「配当原資金額」という。 ）につ

る訴えの利益を否定することはできない。 き、経済実態からすれば、当該特定親会社に対し合算
したがって、増額雨下肌分祷に国税涌目'|法23条1 課税をすることが相当であるにもかかわらず、合算課
項の銅岸による雨1Fの藷求穿1全南下存すべき理由が税をなし得ない事態（以下、本補足意見においては、

左い旨の涌知処分左零けた者は当該痛知帆令の碗箔このような事態を「過少課税」という。 ）が発生し得

し存求める訴貴の素||恭葬右するシ鯉するのが相当_室ある一方、②当該外国法人が直近年度末においては特定

皇｡一 外国子会社等であるが、受取株主は特定親会社と資本

（2）以上に説示したところによれば、被上告人は、 関係のない者であるとすれば、配当原資金額につき、
本件各通知処分の取消しを求める訴えの利益を有する経済実態からすれば、当該特定親会社に対し合算課税

ものということができるから、これと異なる原審の判をすることは相当でないにもかかわらず、合算課税が

断には、法令の解釈適用を誤った違法があるといわざ される事態（以下、本補足意見においては、このよう

るを得ない。 な事態を「過剰課税」という。 ）が発生し得るところ、

もつとも、前記第2のとおり、本件各増額更正処分 （2）仮に､本件委任規定を受けて政令の定めを設け
は適法であり、本件各通知処分に固有の違法事由が争るに当たり、 「事業年度」の意義につき、特定外国子

■
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会社等が、その財産及び損益の計算の単位となる期間

（以下「会計期間」 ．という。 ）の末日以外の日を基準

日として配当を行った場合には、当該会計期間の始期

から当該配当の基準日までの期間をもって一つの事業

年度とみなした上で､その翌日から当該会調間の末
日までの期間をもづて次の事業年度とみなす（会計期
間の末日以外の日を基準日とする配当の支払が一つの

会計期間中に複数回なされた場合には各配当の基準日

の翌日から次の配当の基準日までの期間も一つの事業

年度とみなす）ことにすれば、過少課税も過剰課税も

回避することができる

と解されるからである。

2 しかしながら、以上の事実を斜酌しても、本件

規定の内容は一般に本件委任規定の趣旨に適合する旨
の法廷意見の判断(第2の2(1)参照）を覆すことはで
きない。以下、そう考える理由を、いわゆるタックス・

ヘイブン対策税制一般に当てはまる理由（後記(1)）と

本件規定に固有の理由（後記(2)）の二つに分けて述べ

たいと思う。

（'） タックス・ヘイブン対策税制は、税負担の軽減
を企業の積極的行動原理の一つとして国際的活動を展

開する我が国企業に対して我が国が課し得る税額が過

少となるような事態を可及的に回避することを目的と

して作り出された税制であると解される。しかるとこ
ろ、このような企業が実施する取引は複雑多様でかつ

可変性の高いものであり、そうである以上、発生し得

るいかなる事態に対しても合理的な帰結（過少課税に

も過剰課税にもならないような帰結）をもたらし得る

税制を立案することは（理想論としてはともかく）実

際には期待し難く、加えて、制度の精繊さを過度に追

求することは、効率的で公平な徴税手続の実現という

点からみれば望ましくない場合があることも否定でき

ない。

（2）上記(1)の一般論を本件規定との関係で敷桁する

と、課税対象金額の計算を特定外国子会社等の事業年

度終了時における特定親会社の請求権勘案保有株式等

割合を用いて行うものとする本件規定の在り方は、特

定外国子会社等がその会計期間の末日を基準日として

配当を支払うという典型的な配当支払実務を前提とす

れば、十分に合理的であり、かつ、本件委任規定の趣

旨を実現するための税制を簡便なものにするという目
的にも合致している。確かに、本件規定は、会計期間

の末日以外の日を基準日として配当を支払った特定外

国子会社等（当該配当の支払日後直近年度末までの間

に特定外国子会社等となった外国法人を含む。以下、

同じ。 ）に関して過剰課税を発生させることがあると

いうある種の難点を抱えていることは事実である。し

かしながら、配当をいつ支払うかあるいは事業年度終

了時をいつとするかは、実質的には当該特定外国子会

社等の配当支払決定時における支配株主の判断によっ

て決め得ることであると考えられるから、当該特定外

国子会社等の配当支払決定時における支配株主と過剰

課税によって不利益を受け得る者が同一である場合に

は、専らその判断により、両者が異なる場合には両者

の協議により、過剰課税の発生はほとんど常に回避し

得るはずである（なお、過少課税については､.もとよ

り関係当事者がこれを回避するように行動ずることは
期待し難いであろうが、この点は本件の判断に影響し

ない。 ） 。

3 もっとも、本件各子会社事業年度における本件

各子会社の利益に関し、現に過剰課税が発生している

ことは否定し難い事実であり （法廷意見第2の2(2)参

照） 、しかもこの事態は本件各子会社の設立、本件優

先出資証券の発行及び本件劣後ローンによる貸付けの

実施という一連の手続（以下、本補足意見においては

「本件資金調達手続」という。 ）がな．された平成20

年当時においては起こり得ないものであった（当時の’

租税特別措置法施行令39条の16第1項の下では、

特定外国子会社等が株主に配当として支払った金額は、

同項にいう適用対象留保金額に含まれず､合算課税の
基礎となる余地がなかったからである。 ） 。しかしな

がら、この点を斜酌してもなお、本件の事実関係の下

において本件規定を適用することが本件委任規定の委

任の範囲を逸脱するものとはいえない旨の法廷意見の

判断（第2の2(2)参照）を覆すことはできない。そう

考える理由は以下のとおりである（なお、後記(1)及び

(2)は、飽くまでも本件に即して十分な理由付けを示す

ためのものであって、例えば、以下に示す事情の一部

が欠けるような事案の場合に、当然に、その事案の事

実関係の下において本件規定を適用することが本件委

任規定の委任の範囲を逸脱するとの結論に結び付くこ，

とを含意するものではない。 ） 。
（1）被上告人は、利払の損金算入効果を享受しつつ

国際金融市場から自己資本を調達しようという意図の

下に本件資金調達手続を立案しこれを実行したもので

あるとう.かがわれる。しかるところ、被上告人のよう

な我が国を代表する金融機関が本件資金調達手続を立
案するに当たづては、当然関係各国の税制を詳細に調

査研究し、その内容を知悉することが前提であろうか

ら、被上告人は、我が国のタックス・ヘイブン対策税

制についても十分な調査を行い、かつ、 （タックス・

ヘイブン対策税制は頻繁に改正されるものであること

は周知の事実であるから、 ）必要に応じて、本件資金

調達手続の実施後においても最新のタックス・ヘイブ

ン対策税制の内容を調査し、本件資金調達手続によっ

て生み出された会社法や契約法上の権利義務関係に合

二
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[

理的な変更を加えることによって、予期せざる税務上

の不利益が発生することがな．いよう注意を払い続ける

ことを期待され得る立場にあった。 ．

（2） しかるところ、本件各子会社の利益に関して過

剰課税が発生する余地が生ずることとなったのは、い

わゆる外国子会社受取配当益金不算入の制度の導入に
伴う平成21年の関係規定の改正によって、合算課税

の基礎となる金額（適用対象金額）から、特定外国子

会社等がその株主に支払った配当を控除することがで

きなくなったためであるところ、その改正に係る改正

法の施行の時から本件優先出資証券の償還がなされた

平成27年6月30日までの間には6年余りの期間が

あった。しかも、本件優先出資証券の償還は本件各子

会社（実質的には被上告人とみてよいであろう。 ）の

任意の判断によりなされたものであるから、被上告人

において、上記償還に当たって、任意償還がもたらす

税効果を検討し、本件各子会社の事業年度を本件優先

出資証券の償還日の前日までとするなどの方法を採る

ことによって合算課税を回避することは、さしたる取

引費用をかけることもなく容易にできたはずである
（法廷意見第2の2(2惨照） 。

4以上の次第により、私は法廷意見の結論及び理

由付けに全面的に賛成するものである。

(裁判長裁判官草野耕一裁判官三浦守裁判官

岡村和美裁判官尾島明）
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刑事 9日第二小法廷決定。裁判集民事247号147頁、

最高裁令和元年（し）第699号同年11月12日第

二小法廷決定・裁判集刑事327号1頁参照） 。

よって、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決

定する。

(裁判長裁判官尾島明糊畠ﾘ官三浦守裁判官

草野耕一裁判官岡村和美）

◎逃亡犯罪人引渡法に基づく仮拘禁許可状
の発付に対する不服申立ての許否．

件名仮拘禁許可状の発付に対する特別抗告事件

最高裁判所令和5年（し）第735号

令和5年11月6日第二小法廷決定棄却

申立人エドウアール・エウ.ド・アジェージュ

原審東京高等裁判所

・主 文

本件抗告を棄却する。

理 由

本件抗告の趣意は、東京高等裁判所裁判官がした仮

拘禁許可状の発付（以下「本件発付」という。 ）に対

して、刑訴法433条の準用により刑訴法の特別抗告

が許されると解すべきであり、そう解さないときは憲

法34条に違反する旨主張する。

しかしながら、本件率付は､_挑亡和罪人引漉法に墓

づ去東京高等裁韮l1所裁半II宮飛行った特別の行為であっ

て‐刑訴洪卜の決定又は命令でないばかりか、挑亡邪

罪人弓｣盤迭には、 これに対1/不服塵ザヱーを認める類声

が眉かｵ14工｣△な｣公のであるから=本件率付に対しては

不服申ウエ券することは許されないと艇すべきであり、

1/だがって．本件申京ては不適法王あ_る._また、本件

発付の性質に鑑みると、このように解しても憲法34

条に違反するものでないことは、当裁判所大法廷判例
（昭和22年（れ）第43号同23年3月10日判決・

刑集2巻3号175頁、昭和26年（ク）第109号

同35年7月6日決定・民集14巻9号165，7頁、

昭和36年（ク）第419号同40年6月30日決定・

民集19巻4号1089頁、昭和37年（ク）第24

3号同40年6月30日決定・民集19巻4号111

4頁、昭和39年（ク）第114号同41年.3月2日

決定・民集20巻3号360頁、昭和37年（ク）第
64号同41年12月27日決定・民集20巻10号

2279頁、昭和42年（し）第78号同44年12

月3日決定・刑集23巻1.2号1525頁、昭和41

年（ク）第402号同45年6月24日決定・民集2

4巻6号610頁、昭和40年（ク）第464号同4

5年12月16日決定・民集24巻13号2099頁）

の趣旨に徴しで明らかである（最高裁平成2年（し） ’
第52号同年4月24日第一小法廷決定・刑集44巻

3号301頁、最高裁平成6年（し）第111号同年

7月18日第一小法廷決定・裁判集刑事263号89

1頁、最高裁平成26年（行卜）第55号同年8月1

7



令和5年12月1日第1827号裁判所時報

鹿児島地方・家庭裁判所長

福岡地方・家庭裁判所久留米支部長 立川毅

福岡地方・家庭裁判所久留米支部長

福岡家庭・地方裁判所判事 小田島靖人

福岡家庭・地方裁判所判事

福岡高等裁判所判事 阿閉正則

依願退官．

大阪高等裁判所判事 冨田一彦
（以上11月14日）

’ 記事
命

◎山口厚最高裁判所判事の退官
､

4

最高裁判所判事山口厚氏は、 11月51ﾖ限り定年に

より退官された。

◎宮川美津子氏最高裁判所判事に就任

内閣は、 11月6日宮川美津子氏を最高裁判所判事

に任命し、同日皇居において、認証官任命式が行われ

た。

〈略歴〉昭和59年4月司法修習生、昭和61年4

月弁護士登録、平成19年2月文部科学省文化審議会

著作権分科会委員、平成25年3月内閣府知的財産戦

略本部有識者本部員、平成29年4月財務省関税等不

服審査会関税・知的財産分科会委員、令和元年6月日

本弁護士連合会知的財産センター委員長、 ､令和4年8

月経済産業省産業構造審議会知的財産分科会商標制度

小委員会委員

■

■

●

ト

4 ｡

◆

■

学 6

◎叙位・叙勲（9月分､死亡者のみ）

別紙「叙位・叙勲（令和5年9月、死亡者のみ） 」

のとおり

◎人事異動
◆

定年退官

越谷簡易裁判所判事 古木俊秀

（11月5日）

越谷簡易裁判所判事

静岡簡易裁判所判事 宮下一次

静岡簡易裁判所判事

東京簡易裁判所判事 小林浩一

定年退官

東京簡易裁判所半惇 井手良彦

（以上11月6日）

依願退官

さいたま地方・家庭裁判所川越支部判

事 植村幹男

（11月7日）

大阪高等裁判所判事

奈良地方・家庭裁判所長 田中健治

奈良地方・家庭裁判所長

鹿児島地方・家庭裁判所長 浜本章子

凸

q

可

｡

ジｰ〉
｡

1

8



裁判所時報 令和5年12月1日第1827号

◎
人
事
訴
訟
規
則
及
び
家
事
事
件
手
続
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
新
旧
対
照
条
文

◎
人
事
訴
訟
規
則
及
び
家
事
事
件
手
続
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

ｂ

（
令
和
五
年
二
月
二
二
日
公
布
最
高
裁
判
所
規
則
第
七
号
）

人
事
訴
訟
規
則
及
び
家
事
事
件
手
続
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
（
令
和
五
年
最
高
裁

判
所
規
則
第
七
号
）
が
、
令
和
五
年
二
月
二
二
日
に
公
布
さ
れ
ま
し
た
。

こ
の
規
則
は
、
民
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
四
年
法
律
第
百
二
号
）
の
施
行

に
伴
い
、
嫡
出
否
認
の
訴
え
に
係
る
手
続
等
に
関
し
必
要
な
事
項
を
定
め
る
こ
と
な
ど
を
内

容
と
す
る
も
の
で
す
。

な
お
、
こ
の
規
則
は
、
民
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
四
年
法
律
第
百
二
号
）

の
施
行
の
日
（
令
和
六
年
四
月
一
日
）
か
ら
施
行
さ
れ
ま
す
。

（
規
則
の
条
文
は
、
電
子
決
裁
シ
ス
テ
ム
に
よ
り
配
信
済
み
。
）

《
人
事
訴
訟
規
則
及
び
家
事
事
件
手
続
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
に
つ
い
て
》

新
旧
対
照
条
文
Ⅱ
別
添
の
と
お
り

最
高
裁
判
所
規

（
規
則
本
文
は
省
略
。
条
文
に
代
え
て
、
新
旧
対
照
条
文
を
掲
載
。
）

則

標
記
の
法
律
（
令
和
五
年
法
律
第
二
十
七
号
）
が
、
令
和
五
年
五
月
十
二
日
に
公
布
さ
れ

て
い
る
と
こ
ろ
、
同
法
律
は
、
附
則
第
一
条
の
規
定
に
よ
り
、
協
定
の
効
力
発
生
の
日
（
同

年
十
月
十
五
且
か
ら
施
行
さ
れ
て
い
ま
す
。

こ
の
法
律
は
、
日
本
国
の
自
衛
隊
と
グ
レ
ー
ト
ブ
リ
テ
ン
及
び
北
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
連
合
王

国
の
軍
隊
と
の
間
に
お
け
る
相
互
の
ア
ク
セ
ス
及
び
協
力
の
円
滑
化
に
関
す
る
日
本
国
と
グ

レ
ー
ト
ブ
リ
テ
ン
及
び
北
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
連
合
王
国
と
の
間
の
協
定
の
適
確
な
実
施
を
確
保

す
る
た
め
、
協
定
の
実
施
に
伴
う
道
路
運
送
法
及
び
道
路
運
送
車
両
法
の
適
用
除
外
、
刑
事

手
続
等
の
特
例
、
国
の
賠
償
責
任
の
特
例
並
び
に
特
殊
海
事
損
害
に
係
る
賠
償
の
請
求
に
つ

い
て
の
援
助
に
関
す
る
措
置
を
定
め
る
必
要
が
あ
る
こ
と
を
理
由
と
し
て
公
布
さ
れ
た
も
の

で
す
。
（
法
文
及
び
新
旧
対
照
条
文
は
、
令
和
五
年
十
一
月
七
日
付
け
最
高
裁
刑
三
第
五
百
六
十
三

号
で
通
知
し
た
と
お
り
で
す
。
）

《
日
本
国
の
自
衛
隊
と
グ
レ
ー
ト
ブ
リ
テ
ン
及
び
北
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
連
合
王
国
の
軍
隊
と
の

間
に
お
け
る
相
互
の
ア
ク
セ
ス
及
び
協
力
の
円
滑
化
に
関
す
る
日
本
国
と
グ
レ
ー
ト
ブ
リ

テ
ン
及
び
北
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
連
合
王
国
と
の
間
の
協
定
の
実
施
に
関
す
る
法
律
に
つ
い
て
》

（
令
和
五
年
五
月
一
二
日
公
布
法
律
第
二
七
号
）

法

律

等
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(別紙）

叙位 ・ 叙勲（令和5年9月、死亡者のみ）

元日本弁護士連合会常務理事 落合長治
｡、

9.8

従五位

元名古屋地方裁判所判事 杉山 修 9． 10

正四位

元札幌家庭裁判所少年首席書記官 大谷 道治 9．10

従五位

元奈良家庭裁判所訟廷管理官 中田 重幸
● ､

9．13

従五位

瑞双

元宮崎検察審査会事務局長 山田 祐明 9．14

正六位

瑞双

元京都簡易裁判所判事 西村 幸雄 9． 16

従四位

瑞小

元福岡家庭裁判所家事首席書記官 岡井正・男 9．22

正五位

瑞小

Ｊ
０
ｅ

元旭川地方裁判所事務局長 増渕圭介 9．28

従五位

元日本弁護士連合会常務理事 寵池宗平 9．30

従五位



裁判所時報第1827号別添

（
所
訟
手
続
の
受
継
の
申
立
書
の
添
付
書
類
・
法
第
四
十

一
条
等
）

第
三
十
三
条
法
第
四
十
一
条
（
嫡
出
否
露
の
訴
え
の
当
事

目
次第

一
章

第
三
章

第
一
条
関
係
ｌ
人
事
所
舩
規
則
（
平
成
十
五
年
最
高
裁
判
所
規
則
第
二
十
四
号
）

Ｈ
ゴ
「
剰
倒
割
割
別
又
は
劉
制
引
制
呵
劃
珂
剖
認
知
の
訴
え
の
当
事

者
等
）
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
訴
舩
手
続
の
受
継
の
申
立

て
を
す
る
と
き
は
、
申
立
香
に
は
、
解
舩
手
続
を
受
け
継

ぐ
者
が
法
第
四
十
一
条
第
二
項
１
釧
『
剛
Ｈ
ヨ
劉
調
劃
司
調
又 ！

継
ぐ
こ
と
が
で
き
．
る
者
で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
た

め
に
必
要
な
戸
籍
の
勝
本
そ
の
他
の
書
類
を
添
付
し
な
け

は
剰
呵
。
割
“
剰
創
割
。
判
の
規
定
に
よ
り
暁
舩
手
続
を
受
け

者
等
）
第
二
項

附
則

第
四
章 人

事
訴
訟
規
則
及
び
家
事
事
件
手
続
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
新
旧
対
照
条
文

第
二
章
（
略
）

実
親
子
関
係
翫
舩
の
特
例
（
第
三
十
三
条
Ⅱ
型
珊

ヨ
判
剥
剴
調
）

美
子
緑
組
関
係
訴
舩
の
特
例
（
剰
ヨ
刊
封
副
詞
１

期
コ
コ
刈
剴
調
）‐

』
一
（

新

（
斫
舩
手
続
の
受
継
の
申
立
書
の
添
付
書
類
・
法
第
四
十

一
条
等
）

第
三
十
三
条
法
第
四
十
一
条
（
嫡
出
否
腿
の
解
え
の
当
事

者
等
）
第
二
項
又
は
剰
刷
．
刈
引
調
‐
斗
腿
知
の
腓
え
の
当
事

者
等
）
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
所
舩
手
続
の
受
継
の
中
立

て
を
す
る
と
き
は
、
申
立
香
に
は
、
豚
陸
手
続
を
受
け
継

ぐ
者
が
法
第
四
十
一
条
第
二
項
又
は
鋼
呵
．
判
引
網
制
ヨ
コ
別

の
規
定
に
よ
り
訴
舩
手
続
を
受
け
継
ぐ
こ
ど
が
で
き
る
者

で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
必
要
な
戸
絡
の
謄

本
そ
の
他
の
書
類
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
・

目
次第

一
章
・
第
・
一
章
（
同
上
〉

第
三
章
実
親
子
関
係
所
錘
の
特
例
（
第
三
十
三
条
）

第
四
章
養
子
縁
組
関
係
所
詮
の
特
例
（
潮
ヨ
判
制
劉
詞
１

期
ゴ
コ
判
型
鯛
）

附
則

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）

旧

2 1

制
刎
川
。
馴
剖
１

第
四
章
養
子
綴
組
関
係
解
訟
の
特
例

（
進
行
協
識
期
日
に
お
け
る
舗
求
の
放
棄
及
び
配
露
・
法

剰
呵
利
呵
対
型
ご

潮
ゴ
コ
判
創
調
（
略
）

（
戸
鯖
事
務
笹
掌
者
に
対
す
る
和
解
及
び
舗
求
の
麗
酷
の

通
知
．
法
痢
呵
．
刈
創
翻

剰
司
司
可
廿
剖
詞
（
略
〉

：

li:？
。引

1

|llI
卦が

鰯
出
で
あ
る
こ
と
が
否
鱈
さ
れ
た
父
の
氏
名

第
四
章
養
子
縄
組
関
係
酢
舩
の
特
例

（
進
行
協
鮭
期
日
に
お
け
る
鮪
求
の
放
棄
及
び
闘
姥
・
法

荊
刺
．
制
副
容

荊
ヨ
判
制
剴
詞
（
同
上
〉

（
戸
籍
事
務
笹
掌
者
に
対
す
る
和
解
及
び
鯖
求
の
配
膳
の

通
知
・
法
剰
四
判
洲
副
詞
）

潮
剴
司
呵
麺
劉
『
（
同
上
）

（
新
股
）

（
新
般
）

4 3



別
表
（
第
十
六
条
関
係
）

’
一
一
た
も
の
を
除
く
。
）
一

－

別
表
（
第
十
六
条
関
係
）

一
一
○

’

一

56

第
二
条
関
係
ｌ
家
事
事
件
手
続
規
則
（
平
成
一
・
十
四
年
最
高
鮫
判
所
規
則
第
八
号
）

目
次第

一
綱
・
第
二
錫
（
略
〉

第
三
編
家
事
画
停
に
関
す
る
手
統

第
一
章
（
略
）

第
一
・
章
合
意
に
相
当
す
る
審
判
（
第
百
三
十
四
条
ｌ

剰
司
ヨ
司
呵
刺
劃
詞
）

第
三
章
図
停
に
代
わ
る
審
判
（
潮
司
引
司
呵
廿
劃
「
Ｊ
羽

司
ゴ
コ
川
刈
剰
）

第
四
章
不
服
申
立
て
群
（
荊
司
割
司
河
刈
引
詞
）

（
家
事
鯛
停
の
申
立
て
等
・
法
第
二
百
五
十
五
条
等
）

第
百
二
十
七
条
（
略
）

訓
，
国
剥
潮
判
匂
司
廿
判
斗
剴
調
剰
司
詞
薊
矧
卿
画
叫
到
刎
剖
刻
刻
回

第
百
三
十
四
条

第
四
輻
履
行
の
確
保
（１１

（
審
判
の
砿
定
の
通
知
・
法
節
二
百
七
十
七
条
）

百
三
十
四
条
法
第
二
百
七
十
七
条
節
一
項
の
審
判
（
法

第
二
百
七
十
四
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
高
等
裁
判
所
が

自
ら
飼
停
を
行
う
場
合
に
あ
っ
て
は
、
審
判
に
代
わ
る
裁

判
。
以
下
こ
の
条
１
割
蜘
鋼
鄙
蝿
桐
勲
調
司
コ
ヨ
刊
判
剴
詞
に
お
い
て

新

曰
四
十
条
・
第
百
四

…

目
次第

一
編
・
第
・
一
編
（
同
上
）

第
三
編
家
率
鯛
停
に
関
す
る
手
続

第
一
章
（
同
上
〉

第
二
章
合
意
に
相
当
す
る
審
判
（
第
百
三
十
四
条
・

期
割
引
司
可
逓
釦
雪

第
三
章
閣
停
に
代
わ
る
審
判
（
潮
司
ヨ
刊
呵
詞
劉
「
別
剰

司
引
．
川
可
鯛
）

第
四
章
不
服
申
立
て
等
｛
潮
割
引
刊
河
川
斜
）

第
四
章
不
服
申
立
て

（
家
事
陶
停
の
申
立
て
等
・
法
第
二
百
五
十
五
条
等
）

第
百
二
十
七
条
（
同
上
）

（
断
般
）

（
審
判
の
砿
定
の
通
知
・
法
第
二
百
七
十
七
条
）

第
百
三
十
四
条
法
第
二
百
七
十
七
条
第
一
項
の
審
判
（
法

第
二
百
七
十
四
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
高
等
裁
判
所
が

自
ら
鯛
停
を
行
う
場
合
に
あ
っ
て
は
、
審
判
に
代
わ
る
裁

判
。
以
下
こ
の
条
鄙
蜘
田
飼
割
ヨ
コ
制
剖
創
詞
に
お
い
て
同
じ
。

第
四
縞
履
行
の
確
保
（

I

旧

ｰ

78

1

八

へ

略
一

項

上
捌

下
欄

十
～
十
七
（
略
）

一
～
・
八
（
同
上
）

項

上
欄

下
欄

十
～
十
七
（
同
上
）



司
引
刎
劇
別
到
叫
叫
劉
劉
剴
副
馴

釧
，
測
刺
副
制
副
詞
詞
酬
到
週
矧
到
。
訓
到
捌
封
副
Ｈ
科
叫
剥
則
ｌ
鯛
軸
『

飼
劃
副
剥
引
剛
１
剖
阿
詞
刎
詞
創
刊
洲
釧
割
門
叫
刈
則
剖
制
副
幻
則
到

州
副
判
却
洲
割
引
ｌ

（
異
識
の
申
立
て
の
方
式
・
法
第
二
百
七
十
九
条
）

剰
到
副
ヨ
ヨ
Ｊ
創
詞
（
略
）

第
三
章
函
停
に
代
わ
る
審
判

（
審
判
の
確
定
の
通
知
・
法
第
二
百
八
十
四
条
）

鋼
劃
副
ヨ
判
型
副
詞
（
略
）

（
異
鍛
の
申
立
て
の
方
式
等
・
法
第
二
百
八
十
六
条
）

Ｑ

銅
剣
ヨ
コ
判
仙
創
詞
（
略
）

第
四
章
不
服
申
立
て
等

（
家
事
胴
停
の
手
続
に
お
い
て
さ
れ
た
裁
判
に
対
す
る
不

！
ゴーI

I
同
じ
。
）
に
つ
い
で
、
法
第
・
一
百
七
十
九
条
第
一
項
の
規

定
に
よ
る
異
融
の
申
立
て
が
な
い
と
き
は
、
戯
判
前
魯
記

官
は
、
遅
滞
な
く
、
当
砿
審
判
に
係
る
身
分
関
係
の
当
事

者
の
本
箱
地
の
戸
籍
事
務
を
管
掌
す
る
者
に
対
し
、
そ
の

旨
を
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
当
該
審
判
に
つ
い
て

、
同
項
の
規
定
に
よ
る
異
礒
の
申
立
て
を
却
下
十
る
審
判

が
破
定
し
た
と
き
も
、
同
僚
と
す
る
。

卦

罰
割
引
。
Ｈ
Ｈ
剴
詞
（
同
上
）

第
四
章
不
服
由

不
服
申

剃
司
ヨ
判
辿
創
詞
（
同
上
〉

剰
劃
割
引
廿
詞
引
網
（
同
上
）

（
新
股
〉

）
に
つ
い
て
、
法
第
二
百
七
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

る
異
鮭
の
申
立
て
が
な
い
と
き
は
、
哉
判
所
書
記
官
は
、

遅
涌
な
く
、
当
砿
審
判
に
係
る
身
分
関
係
の
当
事
者
の
本

箱
地
の
戸
箱
事
務
を
管
拳
す
る
者
に
対
し
、
そ
の
旨
を
通

知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
当
砿
審
判
に
つ
い
て
、
同
項

の
規
定
に
よ
る
異
磯
の
申
立
て
を
却
下
す
る
審
判
が
確
定

し
た
と
き
も
、
同
橡
と
す
る
。

（
異
醗
の
申
立
て
の
方
式
・
法
第
二
百
七
十
九
条
）

（
家
事
調
停
の
手
統
に
お
い
て
さ
れ
た
裁
判
に
対
す
る
不

（
異
織
の
申
蹴
て
の
方
式
等
・
法
第
二
百
八
十
六
条
）

第
三
章
閣
停
に
代
わ
る
審
判

（
審
判
の
砿
定
の
通
知
・
法
第
二
百
八
十
川
条
）

立
て
等
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服
申
立
て
及
び
再
審
・
法
第
二
百
八
十
八
条
）

剰
司
引
利
呵
刈
副
詞
（
略
）

第
四
輻
履
行
の
確
保

（
軽
務
の
履
行
状
況
の
飼
査
及
び
履
行
の
勧
告
の
手
続
腱

お
け
る
嘱
舵
等
・
法
第
二
百
八
十
九
条
）

荊
司
割
引
伺
剰
（
略
）

（
鞍
務
履
行
の
命
令
に
違
反
し
た
蝸
合
の
制
戯
の
告
知
等

．
法
第
二
百
九
十
条
〉

剰
司
副
判
呵
引
斜
（
略
）

I

服
申
立
て
及
び
再
審
・
法
第
二
百
八
十
八
条
〉

鯛
司
引
司
河
川
斜
（
同
上
）

第
四
編
咽
行
の
確
保

（
義
務
の
胆
行
状
況
の
嗣
査
及
び
履
行
の
勧
告
の
手
続
極

お
け
る
窮
託
等
・
法
第
二
百
八
十
九
条
）

鯛
司
引
司
呵
加
部
調
（
同
上
）

（
範
務
履
行
の
命
令
に
遠
反
し
た
堀
合
の
刷
裁
の
告
知
筍

。
法
第
二
百
九
十
条
｝

鯛
司
呵
．
刈
詞
（
同
上
〉

LJ
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